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１ 出席者 

 (1) 委員１８人   

   天野委員，池田委員，数又委員，川村（お）委員，川村（幾）委員，北原委員， 

髙野委員，髙橋委員，髙村委員，館山委員，玉利委員，成田委員，西村委員， 

長谷川委員，畑委員，本田委員，山﨑委員，吉増委員  

   （欠席：石坂委員，木村委員） 

 (2) 事務局１６人 

      宿村子ども未来部長，東出子ども未来部次長，蒲生子ども企画課長， 

三上子どもサービス課長，大坂子育て支援課長，佐藤次世代育成課長， 

   高橋母子保健課長，鈴木子ども企画課係長，磯谷子ども企画課主査， 

谷藤子ども企画課主事 

 (3) 傍聴者３人 
 

２ 配付資料 

  資料１  函館市子ども・子育て会議概要 

  資料２  函館市子ども・子育て会議委員名簿 

  資料３  第３期函館市子ども・子育て支援事業計画の策定について 

  資料４  ニーズ調査対象（案）について 

資料５  ニーズ調査項目（案）について 

  資料６  ニーズ調査および計画策定スケジュールについて 

 

 

３ 会議録 

 
発言者 

 
発 言 要 旨 

 

 

１ 開会 

 

【事務局（磯谷主査）】 

 

 

 

 

（開会宣言） 

 

 

２ 子ども未来部長あいさつ  

【事務局（宿村部長）】 

 

（部長あいさつ） 

 

 

３ 委員紹介 （委員および事務局職員の紹介） 

（配付資料の確認） 

 

４ 議事   

 (1) 会長および副会長の選出について  

【事務局（磯谷主査）】 それでは，議事に入りたいと思いますが，本会議につきまし

ては，函館市子ども・子育て会議条例第５条第２項の規定によ

り，会長が議長を務めることとなりますが，会長および副会長

が決まるまでの間，子ども未来部長において議事を進めてまい

りたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 
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【事務局（宿村部長）】  それでは，早速進めさせていただきます。議事の「(1) 会長

および副会長の選出について」でございます。函館市子ども・

子育て会議条例第４条第２項の規定によりまして，会長および

副会長は，委員の互選で定めることとなっておりますが，皆様

いかがでしょうか。 

 

 

【長谷川委員】  事務局に一任でお願いします。 

 

 

【事務局（宿村部長）】  ただいま，事務局一任の声が上がりましたが，皆さまどうで

しょうか。 

 

 

 （異議なしの声） 

 

 それでは，異議がございませんので，事務局の方からご提案

をさせていただきたいと思います。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】 事務局といたしましては，会長は，前回に引き続きまして，

函館大妻高等学校の池田委員に，副会長は，道南地区私立幼稚

園連合会の玉利委員にお願いしてはどうかと考えておりますが

いかがでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

 

【事務局（宿村部長）】  「異議なし」との声がありましたので，改めましてご承認

を，皆様の拍手で確認したいと思います。 

 

（拍手） 

 

 ご承認いただきましてありがとうございます。それでは，早

速，池田委員，玉利委員におかれましては，会長席，副会長席

へお移り願います。 

 

（池田委員，玉利委員，正副会長席に移動する。） 

 

ただ今をもちまして，会長および副会長が決まりましたの

で，それぞれごあいさつをいただきまして，今後の議事の進行

をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

 

【会長】  ただいま，会長にご指名いただきました函館大妻高校の池田

です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 前回に引き続きの会長ということで，前回の反省点も踏まえ

ながら，進めていきたいと思っています。 

 今回は，第３期函館市子ども・子育て支援事業計画の策定に

向けて，子ども・子育てに関するニーズ調査に関すること，そ

れとあわせて，第２期函館市子ども・子育て支援事業計画の施

策の状況などについて，審議を行うわけですが，政府がこども
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家庭庁を新設しているということもあって，子ども・子育てに

関しては，今日本をあげてなんとかしようというかたちになっ

てきております。 

 そういったことから，この会議の役割もより一層重要なもの

になっていると感じております。 

 私といたしましても，前回に引き続き会長として，円滑な会

議の進行に努める所存でございます。委員の皆さまに活発なご

議論をいただきながら，格別のご理解とご支援を申し上げて，

会長就任のあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

【副会長】  副会長にご指名いただきました道南地区私立幼稚園連合会の

玉利です。 

 この会議を通じて，質の高い教育・保育，子ども・子育て支

援事業などの充実に繋がるよう，委員の皆さまの建設的なご議

論のもと，本会議の目的を達成できるよう，皆さまのご理解と

ご協力をいただきながら池田会長をサポートしてまいりたいと

思いますので，どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

(2) 第３期函館市子ども・子育て支援事業計画の策定について  

【会長】 それでは，早速ですけども，会議次第に従って，進めてまい

りたいと思います。 

 「(２)第３期函館市子ども・子育て支援事業計画の策定につ

いて」事務局から説明をお願いいたします。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】 （資料３～資料６に基づき説明） 

 

 

【会長】  ありがとうございました。今，資料３から資料６まで一気に

説明いただいたんですけども，このことに関して，皆さんから

何かご意見ありますか。 

 最初に第３期計画の策定の概要等の説明があって，そして，

ニーズ調査の対象人数などの説明がありました。そして，資料

５からはニーズ調査項目の新規・削除そういった説明がありま

した。これらについて，皆さんからご意見があれば。 

 まず，資料３は良いですね。このような策定の計画をもって

やっていくという話ですから，これについては，皆さん，異論

ないと思います。良いですか。 

  

（異議なし） 

 

 そうすると，資料４ですけれども，調査数は，前回は 

１３，６７６人が今回は１９，７５０人ということで，これは

ＷＥＢ調査になるということなので，たぶん回収数が減るので

はないかというそういった予想のもとに人数を増やしたという

説明でした。 

 これについては，長谷川先生，どうでしょうか。 
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【長谷川委員】  中学校長会の長谷川です。今，池田会長からありましたよう

に，ＷＥＢ調査というかたちで小学校も中学校も実施するとい

うことなんですけれども，この１９，７５０人すべての調査数

に対して，期待する数というのもあるかと思うんですけども，

万が一，それを下回った場合，その後，どんな方策を考えてい

るのかなということを思ったんです。 

 例えば，中学校であれば，中学生の調査の割合が１０％くら

いしか集まっていないので，それを資料とするには数が足りな

いという部分があれば，連絡していただければ，調査期間を延

長していただいて，子どもたちの方にもう一度協力するように

という話をしたりすることはできるかと思うんですけども，そ

のあたり，目安の数だとか，それに至らない場合の方策を検討

しているのであれば，教えていただければと思います。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  前回５年前に紙ベースで実施したときには，小・中学校から

の回答率は７０％を超えておりました。 

 今回，ＷＥＢ調査になるということで，かなり下がるのでは

ないかということで，他のＷＥＢ調査では２０％程度であった

りするということも聞いておりましたので，仮に２０％の回答

率であったとしても，十分な標本数となるように設定している

ところであります。 

 万が一，それも下回って少なくなるようであれば，学校の方

にお願いをして，子どもや保護者の方に回答するようにお願い

することも考えていきたいと考えております。 

 

 

【長谷川委員】  わかりました。 

２０％程度ということは，３，５００人に対して２割， 

７００人くらいを最低のラインと押さえているということです

ね。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  最低ラインは，中学生ですと３５９人あれば一応大丈夫と計

算式でなっておりまして，２０％でも十分と考えております。 

 

 

【長谷川委員】  わかりました。 

 もし，至らない場合には連絡いただければ，そのような対応

をしていきたいと思います。 

 

 

【会長】  今，長谷川先生から意見がありましたけれども，長谷川先生

は中学校長会の会長をやっていますから，何かあればお話して

もらえれば，中学校の方には連絡がいくのではないかと思うん

です。 

 小学校の方の，髙村先生，ＷＥＢ調査に関して何かあります

か。 

 

 

【髙村委員】  小学生ですと，今１人１台端末が支給されているので，それ

でやるのは可能ではあるんですが，家でやるのか学校でやるの
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かで，家庭にＷｉ－Ｆｉ環境がなくて，家でタブレットを使え

ないという子どももある程度の割合でいますので，そこらへん

をどのように考えていけば良いのかなと思ってました。 

 

【事務局（蒲生課長）】  今，校長会にお願いしておりますのは，調査票・依頼票を各

家庭の方に配っていただいて，基本的にはご家庭で回答してい

ただくということになります。家庭のパソコンやスマートフォ

ン，それから小・中学校につきましては，タブレットをすべて

のお子さんに配布しているということですので，持ち帰ってい

ただいてタブレットで回答していただく。 

ただ，学校によっては，タブレットの持ち帰りを禁止してい

るところもありますので，そういったところはご家庭のパソコ

ン・スマートフォンで回答していただくということになりま

す。 

今，ご質問ありましたご家庭にインターネット環境がないと

いう場合ですけれども，そういった場合につきましては，これ

も校長会の方にお願いしているところですけれども，放課後等

にタブレットを使って学校で回答していただくということを考

えております。 

保護者の方については，お手数かかるんですけれども，無料

でインターネットが利用できる中央図書館などで入力していた

だくということを考えております。 

 

 

【髙村委員】  ありがとうございます。 

 

 

【会長】  今の話を聞いていると小学校が難しいという感じがするね。

タブレットでやるにしても家庭にインターネット環境が整って

いない場合がありうるよね。 

 そういった場合に小学校ではどういう援助ができるのかなと

感じますよね。 

 

 

【髙村委員】  小学生は実際今，学校でのアンケートとかもＷＥＢ回答とい

うのがタブレットで回答しているので，逆に紙でやるより小学

生の回答率は上がるのかなという気はしていたんですが，家庭

にない場合は学校で協力して行うということと，親のスマホで

できるのであれば，今ほとんどの保護者がスマホを持っている

ので，そこは大丈夫になるのかなと思っておりました。 

 

 

【会長】  今すごく力強いお言葉をいただきましたから，そういった意

味では，小学校・中学校は協力してもらえるんじゃないかと思

うんですね。高校生くらいになると自分でも回答できるので，

そういった意味では心配はないかとそう思っています。 

 司会をやりながら小学生が心配だったんですけれども，力強

い言葉をいただいたので，安心して校長先生たちにお任せした

いなとそう思います。 

 私の方からいろいろ質問させてもらいましたけれども，資料

４について，他に何かご意見ありますか。 
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【髙橋委員】  就学前児童保護者の調査の部分についてはどのように行うの

か質問させてください。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  就学前児童保護者の調査方法ですけれども，函館市で住民基

本台帳というものがありまして，そこからランダムに抽出し

て，郵送で調査の依頼票をお送りいたします。 

 その依頼票の中に回答用のＵＲＬやＱＲコードを記載してお

りまして，そちらを読み取っていただき，回答していただくと

いうことを考えております。 

 

 

【髙橋委員】  ありがとうございました。 

 

 

【本田委員】  何点か気になった点があったので，お聞きしたいんですけど

も，ＷＥＢ調査という部分で，基本はＷＥＢ調査ということは

良いと思うんですけれども，一部回答できない場合に紙媒体も

併用するとか検討していただくと，どうしてもＷＥＢで答えら

れないという方には，一部紙でということも準備があるのかど

うかということで検討していただければ良いのかなと思いまし

た。 

 子どもに関しては基本，小・中・高を抽出して依頼というふ

うに今の話で把握したんですけども，学校に所属していないよ

うな子どもや若者に対して，例えば高校を中退してとか，不登

校とか，いろんな事情で学校を通じての調査にアクセスできな

い場合もあるかなと思ったんですが，そういう場合に，例え

ば，自由に市のＨＰからＱＲコードを読んで，子どもが気づい

たら答えられるとか，そういうようなことが可能なのか，ある

いは，調査用紙をもらった人しか答えられないのかというとこ

ろは，何か検討されていることがあったら教えていただきたい

と思いました。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  ＷＥＢ回答できない方に対して紙媒体ということですけれど

も，現在は検討はしておりませんでしたけれども，いただいた

ご意見を踏まえまして検討したいと考えております。 

 学校はすべての学校を対象とする予定でありますが，学校ご

とで例えば，Ａ中学校は１年生と３年生が対象で２年生は対象

となりませんですとか，Ｂ中学校は２年生と３年生だけが対象

となるというかたちになっております。 

 ですので，どうしてもすべての子どもを対象しているわけで

はありませんので，回答することができない子どもというのは

どうしても生じてくるものと考えております。 

 高校生については，ご説明しました住民基本台帳からランダ

ムに抽出いたしますので，高校に通っている，通っていないに

かかわらず，対象となるのかなと考えております。 

 

 

【本田委員】  ありがとうございます。 
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【会長】  今いろんなご意見をいただきました。ありがとうございまし

た。 

 これでＷＥＢにおけるニーズ調査については，大体意見が出

たかなという感じがするんですけれども，他に何かご意見あり

ますか。 

 よろしいですか。小学校，中学校，高校，乳幼児，そういっ

たことについて市から回答がありましたので，この人数でやっ

ていくということでよろしくお願いしたいと思います。 

 そしたら資料４についてはこれで終わらせて，次に資料５で

す。前回の調査から削除したり，こども家庭庁のこども基本法

とかそういうものを踏まえて新たに加えたものがあるんですけ

れども，これらについては，定められているような内容なんで

すよね。新たに市独自でこういうことをやりたいとかはそんな

に入っていないのではとそう感じるんです。だから，国とか道

とかそういったところから調査を求められるものについての調

査になろうかと思うんです。ただ，函館市としてこういうこと

を調べておいた方が良いのかなとか，そういった意見があれば

お伺いしたいと思うんですけれども，いかがでしょうか。 

 

 

【川村（お）委員】  函館市私立幼稚園協会からの意見ですが，ニーズ調査項目

（案）の２ページ目の６３，６４，６５の食事について心配な

こと，朝食のとり方，家族と一緒に食事をする頻度というの

が，我々の業界の就学前というのが対象となっていない。この

理由に関して教えていただきたいなと思います。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  平成３０年度のニーズ調査におきましても同様に調査対象と

なっておりません。 

 平成３０年度の時になぜ調査していないのかというところに

ついては，手元に資料がございませんので，確認して後日回答

したいと思います。 

 

 

【川村（お）委員】  できればですね，離乳食から通常食になっていく中で，保護

者というのはシフトしていく時に，離乳食を作るのにも悩みま

すし，通常食にシフトするのも特に悩みますし，家庭の状況に

おいて，朝食を食べさせないというケースも昨今増えてきてい

るという状況の中で，子どもたちに非常に大きな影響が出てく

る可能性というのも否定はできないと。 

 ですから，朝食のとり方，食事について心配なこと，おそら

く小学校の保護者よりも就学前の児童をもっている保護者の方

がおそらく食事について心配なことは多いと思います。 

 幼稚園・保育園でクリアをしないままに小学校に行ってしま

うという，そこに調査データがないというのは，どうやって救

済策をしていくのかということに我々のような機関というのは

データがない中で判断しづらい。 

 あとは孤食という場面は，実は私も小学校１年生の子どもを

抱えているんですけれども，孤食にしないようにということ

で，徹底的に親と食事をすることでコミュニケーションをとっ

 



 - 8 - 

ていく，この子育ての中で非常に重要な部分になっていくと思

います。そこらへんの意義を親たちに知っていただくために

は，調査でどのような結果が出るかということは，小学校就学

前の子どもたちを育てていくために重要なポイントなんだろう

なと考えます。 

 ぜひ，ここらへんに関してはニーズ調査の対象として，就学

前０歳～５歳の保護者に対してもしていただければ，我々，保

育・教育現場の方で，その結果をもって，より親たちのサポー

トをしていけると考えられますので，ぜひ，ご検討いただけれ

ばという点と，もう一つ，保護者用で検討していただきたいの

が，どうしても最近の保護者はスマートフォン，タブレット

で，子どもがうるさいとか，子どもとのコミュニケーションが

とれないときにすぐ動画とかを見せちゃうんですね。それが子

どもたちが言葉の数がインプットされないという現象が起きて

います。それで言葉が出づらいという現象だとか，人と目を合

わせて話がしづらいという現象が，いろんな統計の中で出てき

ているとは思うんですけれども，そういうのが小学校就学前の

子どもたちの発育・発達の影響が出ているんだろうなという

ケースが増えてきています。 

 ですから，どこの項目に入れるか，入らないのかは別問題と

して，１日とか１か月とか構いませんが，子どもと接している

なかで，どれくらいデジタル端末を使って子どもに１人で遊ば

せているかという調査も踏み込んでしていただきたいなと。で

すから，親たちがどうしても絵本を読んだりというのが，めん

どくさいのか時間がないのかよくわかりかねるんですけど，そ

こは手を抜いてしまっていると。それで子どもたちの大事な将

来の必要なものを親たちが与えていないというような気がする

んですね。デジタル端末に頼るのも否定はしませんけど，やは

り人と人が一つのコミュニケーションベースと考えれば，デジ

タル端末に依存する時間をどうやって減らしていくかというこ

とも，我々，函館市に生まれた子どもたちにとって非常に重要

な時間だと思いますので，そのような調査も可能であれば，盛

り込んでいただければと思います。 

 

【事務局（蒲生課長）】  保護者に対する調査項目としてまず食事という部分で，就学

前児童に関しては子どもの育ちに非常に影響が大きいという意

見をいただきました。それから，スマホの利用時間について

も，子どもの発達・発育に関して非常に影響があるということ

でしたので，今いただいたご意見を踏まえまして，調査項目に

ついて，検討してまいりたいと考えております。 

 

 

【会長】  今，川村委員から貴重な意見をいただきました。ありがとう

ございました。 

 こういった意見，他にもありますか。 

 

 

【髙橋委員】  ２点お願いします。まず１点目なんですけども，児童館のと

ころのニーズ調査項目を今回のニーズ調査の中では取り上げる
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んだと，それは利用者数の問題も含めて，今後の検討課題に通

ずることの中身かなと思うんですけれども，現在の学区・学校

の中で校区に学童がある所とそうでない所はありますか。校区

内に児童館があればそれに対する調査についての回答は子ども

もできるだろうと思うんですけれども，校区内に児童館がそも

そもない地域があるのであれば，それに対して，必要かどう

か，または，遊びたいか遊びたくないかという問いに対して子

どもは答えられないだろうなという部分があるんですけれど

も，それの取り上げ方を，内容を工夫して聞くのが良いのかと

思うんですけれどもその部分について検討していただきたい。 

 それからもう１点。僕も基本的に川村委員からの意見に非常

に賛成な部分があって，デジタル化の問題はさまざまあるんだ

ろうと思うんです。僕は今回，連合の代表として来てるんです

けれども，北海道教職員組合の方で支部長をしておりますの

で，教育現場の方で教員もしております。そういった中で課題

も多いんですが，一方で１人１台端末を持ち帰って，それで宿

題だとか課題だとかというのを高学年になるとそういったもの

を要求される時代になってきていて，それに子どもたちも対応

していかなければならないということなんですが，経済状況に

よっては，保護者が実際には祖父や祖母に育てられているご家

庭もあってＷｉ－Ｆｉ環境がない家庭もあるという状況がある

んですよね。このあたりのニーズについては，問いていかなけ

ればならないのではないかと思っています。自治体によって

は，学習に使えるということを限定として，Ｗｉ－Ｆｉを貸し

出したりというような地域もあるというようなこともあります

ので，そういった部分も含めた調査を保護者にしていく必要が

あるんじゃないかと思っております。 

 

【事務局（佐藤課長）】  基本的には２つの校区に１つ児童館があるということを前提

にこれまで設置が行われてきたところであります。一部，桔梗

児童館など，同じ桔梗地区でも中の沢小学校には近く，桔梗小

学校からは遠いという部分などはありますけども，ほぼ児童館

は２小学校区には１つ配置されているかなと考えているところ

です。 

 また，学童クラブにおきましては，旧４町村を除きますけれ

ども，１つの校区に１つは設置されているという部分がござい

ます。 

 

 

【事務局（宿村部長）】  私の方から補足させていただきます。児童館については，課

長から説明申し上げましたとおり，２つの小学校区に１館の整

備ということを基本として進めてきました。今，市内には２４

館になりますので，小学校区からすると全校区にはないという

状況にあります。なので，小学校区に児童館がない所に対し

て，こういう聞き方をするのはどうかという意味合いだと思い

ますので，質問の仕方を工夫してまいりたいと思います。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  もう１点，ご意見がございましたＷｉ－Ｆｉ環境についてで  
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すけれども，先ほど校長会の委員の方からもお話いただきまし

たけれども，小学校では一定数，ご自宅にＷｉ－Ｆｉ環境がな

いということもお聞きしておりますので，ニーズ調査の項目に

入れるかどうかは，今後ご意見を踏まえて検討させていただき

たいと考えております。 

 

【会長】  最初にも言いましたけれども，これらは国や道の政策，そう

いったものを受け継ぎながらやっているので，あまりかけ離れ

たことを調査するとかはできない。ただ，調査をして，その調

査の結果は冊子に載せないにしても，市としてはそういうデー

タを揃えておくことが大事になってくるので，そういう意味で

さっきから皆さんにお聞きしているんですけれども，ベースは

あくまでもベースにあるということを，そこから外れないよう

にしてもらえれば，そういうふうに思いますので，そういった

ことを踏まえてご意見いただければと思います。 

 

 

【川村（幾）委員】  経済状況のところで，保護者用というところでお聞きしたい

なと思います。コロナ禍でもそうだったんですけれども，非正

規の方々に非常にしわ寄せが来て，自殺率が上がったりとかと

いう現状もありましたので，５３番，家族の収入というところ

では，非正規か正規雇用なのかというところで，函館市の雇用

状況が見えてくるようにと思ったんですけれども，５２番の内

訳でわかるようになっているんでしょうか。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  保護者用の１ページ目の７番の現在の就労状況というところ

で，父親・母親ともにそれぞれフルタイムかパートタイムか確

認しておりますので，ここでそれぞれフルタイムならどうなの

か，パートタイムならどうなのか集計結果としてお出しするこ

とはできます。 

 

 

【会長】  他にございますか。 

 

 

【本田委員】  １点気になったところで，子どもの居場所に関する項目が追

加されているんだと思います。これ自体は国の調査と同じ項目

なので，そんなに問題はないかと思ったんですけれども，１個

前の削除された項目で，一番ほっとできる居場所はというのが

削除になってて，１１から家や学校以外にここに居たいという

居場所がほしいかと出てるんですけど，そもそも家や学校が居

場所になっているかどうかということが，削除された１個前の

項目があるとわかるのかなと感じたんですけど，そういう意味

では家や学校以外の居場所づくりを推進するという動きはとて

も必要な動きだと思うんですけど，家や学校が居場所になって

いるか，そもそも居場所がある層とない層とで，外での居場所

が必要かというニーズも変わってくるかなというふうに感じた

ので，項目数が増えると大変だと思うので，どこかの選択肢の

中で確認できればそれでも良いのかなと思うんですけど，その

部分，ちょっと気になったので，検討いただけると良いかなと
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思いました。 

 

【事務局（蒲生課長）】  一番ほっとできる居場所というところで，家や学校を選択で

きるようにというご意見をいただきました。ご意見を踏まえま

して，質問項目を検討してまいりたいと思います。 

 

 

【会長】  大体意見が出ましたので，資料５についてはこれで終わりた

いと思います。 

 あとは資料６ですけれども，日程はこのとおり進めていくこ

とになると思うんです。これについては，皆さんで議論しても

しょうがないことですので，こういう進め方でいくということ

で，よろしくお願いしたいと思います。 

 全体を通して，何かご意見ありますか。 

 

 

【長谷川委員】  勉強不足でわからない言葉があったので，教えてもらえれば

と思いました。資料６の量の見込みという言葉がピンと来な

かったんですけども，量の見込みという言葉の意味を教えてい

ただければと思います。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】  量の見込みといいますのは，保育所・幼稚園・認定こども園

のニーズの量になります。ですから，保育園を利用したい人が

何人いるかですとか，認定こども園を利用したい人が何人いる

か，保育所を利用したい人が何人いるかというようなニーズの

人数になります。 

 量の見込みを踏まえて，ニーズに対してどれくらい確保して

いくかという方策を定めていくということになります。 

 

 

【長谷川委員】  ありがとうございました。 

 

 

【副会長】  ニーズ調査について今，いろいろな意見がなされてそれが反

映されたのかどうかというのは，実施後に我々は知るのでしょ

うか。それとも，実施前に設問等が示されたりするのでしょう

か。また，今日ここで意見が出されなかった人もこういうふう

にしたらと意見をもったらそういう意見を受け付けてくれるの

かどうかを委員の方にお知らせしてほしいなと思いました。 

 

 

【事務局（蒲生課長）】 まず今日の意見以外で意見を提出したいという委員がいらっ

しゃった場合には，１週間程度でしたら意見いただけますの

で，EメールやFAX，電話でも結構ですので，事務局の方にお出

しいただければと思います。 

調査項目を変更した部分については，事前に各委員の皆さま

に変更点について送付させていただいてご了承いただいた後に

実施してまいりたいと考えております。 
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【会長】 市の案に対して変更した部分を各委員に対して流してもらえ

れば良い思います。 

それでは「（２）第３期函館市子ども・子育て支援事業計画

の策定について」はこれで終了したいと思います。 

(3) その他 

【会長】  次に，「（３）その他」についてですけども， 事務局から何

かありますか。 

 

【事務局（蒲生課長）】 それでは，次回の会議の予定についてですけれども，先程の

資料６のスケジュールにも記載がありましたとおり，１１月１

５日（水）に開催する予定でおります。 

開催が近くなりましたら，書面にて出欠の確認をさせていた

だきますので，よろしくお願いいたします。 

先ほどもお伝えいたしましたけれども，調査項目について，

意見を提出されたい場合には，１週間程度，EメールやFAX，電

話でお受けいたしますので，よろしくお願いいたします。 

 

５ 閉会   

【会長】  それでは，以上をもって本日の会議は終了したいと思いま

す。皆さん貴重な意見をたくさんありがとうございました。こ

れからもどうぞよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。以上で終わります。 

 

 


